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雨の中 シンポジウム宣伝

愛知健康センターと名古屋過労死家族の会は、10

月 16日午後 2時から金山総合駅南口で 1時間にわた

り、「11 月の過労死等防止月間とシンポジウム」の

案内・宣伝を行いました。

10人が参加し総選挙真っただ中の中、降りしきる

雨にも負けず「過労死をなくす社会」「8時間働けば

生活できる賃金」「大切な家族を亡くす遺族をださな

い」などを訴えました。最近増えている入社 1年以

内の若者の過労自死なども話題になりました。

当日は「毎日放送」の取材もあり、テレビカメラ

の回る中、行きかう市民にシンポジウムを伝えるプ

ラカードを掲げました。
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記念講演講師 横山孝子医師

第９回 アスベスト対策 愛知連絡会 総会

解体工事は

飛散防止対策を確実に!! 
愛愛知知民民医医連連 事事務務局局 川川村村 毅毅

アスベスト対策愛知連絡会第 9 回総会が、

９月２３日、労働会館本館２階会議室で開催

されました。

総会前半は、旭労災病院の横山多佳子医師

（健診部部長）を講師に「一般的な石綿疾患

の健康管理について」と題して記念講演があ

りました。内容は次の３本立でした。

１、石綿関連疾患

２、呼吸器疾患の症状

３、日常生活で気をつけること

石綿は、２０世紀に入り「奇跡の鉱物」と

して産業界でく使われるようになり、同時

に健康被害がく知られるようになったこと、

歴史は古く石綿肺はギリシア時代から知られ

ていたこと、肺がんも 1930年には知られてい

たこと、などを紹介されました。

疾患の特徴として、石綿の種類やアスベス

トの輸入量と中皮腫死亡者数の動向など統計

資料も示しながら、石綿の被ばくがあってか

ら症状が出るまで数十年の潜伏期間があるた

め、患者本人でもいつど

こで被爆したのであるか

不明な場合もあり、診断

は学生時代のアルバイト

も含めた職歴や育った環境などの問診が重要

であると話されました。この後、呼吸器疾患

の症状や日常生活において注意しておくべき

ことなどを話されました。若干の質疑の後、

休憩をはさんで総会の議事となりました。

連絡会代表の渥美玲子弁護士（金山総合法

律事務所）は、アスベスト労災認定について

は認定率が高い一方、問題は平成 18 年の 3

月に制度化された環境省が所管する労働者以

外の人を対象とした救済制度で、医師が中皮

腫であると診断しても「これは中皮腫ではな

い」と却下される場合が多い事などを紹介し、

「アスベスト被害はこれからも発病が想さ

れる中、国が認定を厳しくするなら運動がま

すます必要になってくる。引き続きよろしく

お願いします」とあいさつされました。

続いて、鈴木明男事務局長が、「いしわた

情報」の発行や「六番町駅の意見書」が出さ

れたことなどを経過報告。引き続き被災者の

掘り起こしと救済、石綿作業主任者の受講の

推進、建造物の解体時の飛散防止対策を運動

方針に加えました。その後、役員提案など総

会議案の提案を行いました。

討論では、重工産業労働組合の土田征夫さ

んから、相談活動を通じて医療機関の受診の
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推進を勧めた方からお礼の連絡があったエピ

ソードや「電話相談会」の宣伝方法の提案が

ありました。

名古屋労災職業病研究会の成田博厚さん

は「アスベストの疾患は、被爆から数十年後

に発症する。現在 40歳で 18歳から建築の仕

事に就いていた方から相談を受けた事例があ

る。当時はまだアスベストが禁止されていな

かったので、今後こうした若い方からの相談

が続くことが想される。前日にＮＨＫニュ

ースでも報道されたが、ニチアスの国家賠償

訴訟で、ニチアスに勤めていた方の遺族が国

家賠償訴訟を提起して和解が成立した。（岐阜

版の中日新聞では大きく取り上げられたが、

愛知では、載らなかった）企業と和解が成立

していても、補償は国と企業で折半すること

が決まっているので、国賠訴訟を起こせばこ

れまでの相談活動の中にも対象となる方があ

ると思う」と発言されました。

建交労の石村ひろ江さんからは、毎年１０

月のはじめの全国労働衛生週間にあわせて全

国一斉に要請行動「なくせじん肺全国キャラ

バン」を実施しており、愛知では１０月４日

に愛知労働局始め中部運輸局、愛知県などに

要請し、愛知県前で宣伝行動を行うこと、

１８日に院内集会、１９日に国会要請を行う

ことが報告され、署名活動への協力要請があ

りました。

高木弘己医師（みなと医療生協かにえ診療

所所長、保険医協会、愛知民医連）は、この

1 年間でアスベスト関連肺疾患が５人いたこ

とを報告されました。しかし、８０～９０代

の高齢者は曝露を証明するために出身地の

島や岡山まで行きたくない、もう高齢だから

申請しなくてもいいと消極的だそうです。先

生は医師として被災者本人を説得する苦労を

話されました。

また別件で、自宅に隣接するビルの解体工

事での出来事を紹介されました。解体現場の

方に「アスベストの問題とかありますよね」

と話をしたら、「アスベストは使っていない」

と言うので、ビルの建築年代からアスベスト

が使用されている可能性が高いということを、

長年、アスベスト肺疾患の問題に携わってき

た医師であることを伝えながら、現地調査の

申し入れをしました。その結果、専門家も入

って調査を行うことができ数カ所からアスベ

ストが検出されました。解体業者は、アスベ

ストについての意識がある一方、発注側の認

識が無い場合がほとんどであることが、この

ことを通じて思い当たり、引き続き、アスベ

ストの被ばくについて、く知らせていく運

動が必要であることを強調されました。

最後に鈴木事務局長から、討論のまとめを

受けた後、運動方針などを採択して総会を終

しました。参加者は３１名でした。

記念講演を熱心に聞く参加者達
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全国一斉 アスベスト電話相談
重重工工産産業業労労働働組組合合 愛愛知知支支部部 土土田田征征夫夫

アスベスト電話相談は重工産業労働組

合・全造船三菱支部・ＪＭＩＴＵ住重等造

船関連の諸団体が毎年一緒に取り組んでい

ます。今年度は 9月 30日と 10月１日の２

日間に行いました。

今までに名古屋では企業補償や労災申請

など、それなりの効果を上げていると思っ

ています。昨年度は東京と岡山で労働災害

を認定することができました。

寄せられる相談数は年度により変化しま

すが、その要因はＮＨＫのＴＶニュースで

取り上げられるか否かにあります。今年度

もお昼の放送直後からベルが鳴り続けまし

た。二日間では名古屋地区で 34件。全国で

は 144件の相談が寄せられました。

厚生労働省からアスベスト製造に従事し

ていた人たちへの国家賠償に関する通知が

出たこともあり、関連した問い合わせがあ

ったことが特徴的でした。一般的なアスベ

ストへの不安感から、建築物解体時の粉じ

んへの心配なども例年、多く寄せられてい

ます。現在通院中で医師

からレントゲンやＣＴ

でアスベストが認めら

れると言われていても、

石綿健康管理手帳の申請や労災申請に至っ

ていない人からの相談が複数あったことは

驚きでした。医療機関が申請方法を知らな

いことは大きな問題だと感じました。

使用中の建物にアスベストが含まれている

か調査したいがどこへ連絡すれば良いのか、

検査は有料かなどの相談には手元に詳細な

資料がないため不十分な受け答えしかでき

なかった事は今後の反省材料でした。

今回の相談内容の中には医師の説明に納得

できないとか不信感を表している人もあり、

専門の医療機関を教えて欲しいとの問い合

せもいつも通りに多くありました。

石綿健康管理手帳が必要な人たちには私

たちが同道して申請に出かけたり、労災に

該当すると思われる人たちには継続して相

談相手になればと思っています。

厚厚労労省省 アアススベベスストト提提訴訴促促すす通通知知をを送送付付

厚労省は10月２日、アスベストを扱う工場で働いて健康被害を受け、国家賠償を受け
取ることが出来る可能性のある約2300人に対し、国賠訴訟を促す通知を送ると発表。ま
ず、労災認定され、各労働局で名前や住所が判明している756人に送付しました。
対象者への直接送付は2014年の泉南アスベスト国賠訴訟の最高裁判決で確定した国

の責任を果たす一環として、各地の「いの健」センター、じん肺キャラバン、弁護団な
どが強く求めていたものです。しかし、佐賀県労働局以外の各県労働局は「厚労省の指
示がないと出来ない」と実施せず、5月9日に全国センターが厚労省に要請し、その後、
倉林明子参議院議員の厚生労働委員会の質問に、大臣が送付を約束しました。
厚労省によると、対象の詳細は

①1958年5月～71年4月にアスベスト工場で働き、中皮腫、石綿肺、肺がんなどのアスベ
スト関連疾患で労災認定された人(1356人)
②石綿によるじん肺管理区分決定書(管理2-4)で、同期間アスベスト工場で働いた人
(958人)としています。
厚労省は、順次連絡先を調べ送付していくとしています。損害賠償の請求には時効が

あります。徹底した周知が緊急の課題です
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労働局での要請

第第 2288回回ななくくせせじじんん肺肺全全国国キキャャララババンン
中中部部ブブロロッックク愛愛知知のの行行動動

建建設設交交運運一一般般労労働働組組合合（（建建交交労労））愛愛知知県県本本部部副副委委員員長長 石石村村ひひろろ江江

1990年に始まった『なくせじん肺全国キャ

ラバン』は、今年で 28回目を迎えました。

じん肺とアスベスト被害、全ての労災職業病

根絶の運動をさらに前進させるために、目

標を掲げ、10月 2日から全国 47都道府県す

べてにおいて 10月 19日まで様々な運動を展

開しました。

愛知県内では、10月 4日国国交交省省・・中中部部地地方方

整整備備局局の要請において、冒頭にトンネル工事

に携わり、じん肺に罹患した患者・家族にお

見舞いが述べられました。そして『私たちの

提言』については「じん肺全国訴訟を真摯に

受け止め、労働安全対策の任務を含め、じん

肺対策実施に努めていきたい」と回答され、

組合側から『じん肺根絶』運動の歴史や『じ

ん肺基金制度』ができない現状、現場で 8時

間労働が実施されていない実態を説明し理解

を求めました。

アスベスト使用建築物の解体工事につい

は、「厚生労働省策定のマニュアルに基づいて

飛散防止に努めている」と回答。要請団は「熊

本震災後のように、全国どこで巨大地震が発

生するか分からない状況にある。大地震に備

えて一歩でも前に進めて

ほしい」と要請しました。

その後の労労働働局局要請

では、「じん肺管理区分決

定状況について、公表の

ための資料は作成してい

ない」と、口頭で決定者

が健康課より報告され

ました。

また、「1日の労働時間に関して、労働者の

健康確保の観点から 1日 8時間労働にしても

らうのが望ましいと指導している」として、

静岡労働局のように「あくまでも1日8時間、

週 40時間で 36協定は臨時のもの。これは揺

ぎ無いもの」というような踏み込んだ回答ま

では得られませんでした。局側から 5名が対

応され、要請側は愛知健康センターと建交労

の 12名が参加しました。

終了後、官庁街が昼休み休憩の時間に『ア

スベスト・じん肺などの根絶』を県庁前で訴

え、チラシを配布しました。

午後からは県県のの要請で、最初に労働福祉課

より「7 団体から要請を受けている。じん肺

により今なお多くの人が苦しんでおられる。

一刻も早く解決しなければならない。そして

被害の根絶と被害者の早期救済を目指し、長

きにわたり活動してこられた皆様方のご努力

そしてご尽力に深く意を表する」と挨拶が

ありました。

アスベストが全国の公営住宅に使用され

ていることが、今年 7月の新聞で報道された

ことで、公営住宅の状況調査については、入

居者使用部分に使用されていた住宅は 2住宅、

いずれの住宅も昭和 63 年度にアスベスト除

去工事を実施ずみとのことでした。

アスベストの状況調査結果については、

「今年 6 月に記者発表を行い、WEB ページで

も公表し、県庁内に相談窓口を設置した」と

回答されました。労働

課・環境部・建設部から

11名が対応されました。

10 月 18 日、キャラバ

ンを終えた全国の仲間た

ちが東京に集結し、北海

道から九州までの 8ブロ

ックから、キャラバンの

取り組みや成果が報告されました。今回の報

告からも『全国キャラバン』を軸にした運動

の積み重ねで確実に前進してきたことが感じ

られます。最後に全国で闘っている 5訴訟の

原告から決意表明がされ、今年の『全国キャ

ラバン』は終了しました。
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棗弁護士の講演 感動の訴え 吉田さん

「働き方改革」を問う

シシンンポポジジュューームム『人間らしい生活と労働の保証を』

事事務務局局員員 中中村村 一一三三

9月 23日、名古屋・栄のガスビルにおいて、

『人間らしい生活と労働の保証を』を課題に

してのシンポジュームが、「労働法制反対実行

委員会」と「人間らしい生活の保障を求める

共同行動実行委員会」の共催で開催されまし

た。私たち愛知健康センターも、愛労連、コ

ミュニティユニオン東海ネットワーク、東海

労働弁護団などで構成する「労働法制反対実

行委員会」に参加し、集会の成功のために尽

力してきました。集会には主催者の予想を上

回る 150名ほどの人が参加し、熱気を帯びた

集会になりました。

シンポジュームではまず日本労働弁護団

幹事長の棗弁護士の講演を受けました。棗弁

護士は約 40 ページにも及ぶレジュメを用意

されたのです

が、持ち時間

の関係で要旨

しか発言でき

なかったこと

は残念でした。

棗弁護士は、

第２次安倍内

閣の規制緩和

路線の下での

労働諸法制の

改悪の歴史、

労働時間の上

限規制、高度

プロフェショナル制度などの労働時間規制の

緩和、安倍首相の言う「同一労働同一賃金」

なるもの、解雇の金銭的解決法などの問題点

を簡潔に説明されました。そして、最後に労

働法制改悪の問題を「総選挙の最重要争点」

にして、「真の『働き方改革（使用者側に対す

る規制強化政策）』を実現するために行動し、

運動しよう」と呼びかけられました。

続いて各職場、当事者からの報告がありま

した。有期雇用労働者、ブラックバイト、福

祉、医療・看護、運輸などの各職種の労働者

が身をもって体験している悲惨な労働の現実

を報告しました。その一つひとつが身につま

される報告でした。

中部電力で息子さんが過労自死の労災認

定裁判を闘っている吉田典子さんからの報告

でした。吉田さんは息子さんがわずか入社７

か月での突然の死に驚き、何としても真相を

知りたいという思いで必死に調査しました。

その中で明らかになった中電の過酷な働かせ

方の数々（新入社員への過重な任務付与、上

司の無指導・人格を否定するような非難・恫

喝）そして労災隠しのための数々の悪行（パ

ソコンの隠蔽、

携帯の破壊な

ど）を切々と

語り、裁判へ

の支援を訴え

ました。吉田

さんの訴えは

参加者の心を

揺り動かし、

コメントを求

められた棗弁

護士が涙ぐみ

絶句するほど

でした。

最後に参加者は次期国会に上程されるだ

ろう労働法制の改悪案を廃案にすることを意

志統一しました。その後、矢場公園に場所を

移し、再度集会を開いたのち、栄周辺を元気

よくデモ行進しました。



7 

教教員員のの働働きき方方改改革革

「「過過労労死死をを考考ええるる家家族族のの会会」」がが意意見見書書をを提提出出
事事務務局局次次長長 高高垣垣英英明明

働くものの働き方が重要な問題となって

いる中で、教員の労働のあり方について文科

省においても議論がなされるようになってき

ました。愛知県においては、過労死防止大綱

を念頭においた「教員の多忙化解消プラン」

が出されましたが、国レベルでは「学校業務

の効率化」については議論されるものの、教

員の過労死などを防止するという観点からの

議論にはなりませんでした。教員の働き方の

改革は次の二点で大きな意味を持ちます。

１．過労死防止大綱を実現するにあたってき

わめて重要であること。

２．未来の労働者の働き方を決めていくとい

う点で重要であること。

私たち愛知健康センターはこの 2つの観点

から教員の働き方改革に大きな関心を持って

おります。

この 8月中央教育審議会の特別部会におい

て、学校における働き方改革について提言が

出されました。今回の緊急提言の中では、「教

員が健康でいきいきとやりがいをもって勤務

でき、教育の質を高められる環境を構築する

ことが必要」という日本のすべての教職員が

一番強く求めていることを挙げたうえで、「授

業改善をはじめとする教育の質の確保・向上

や社会での活動を通じた自己研鑽の充実の観

点からも、学校教育の根幹が揺らぎつつある

現実を重く受け止めるべきであり、学校にお

ける働き方改革を早急に進めていく必要があ

る。」という「働き方改革」の目標が提起され

ています。

今回の提言を受けて全国過労死を考える

家族の会では、10月 2日に意見書を提出。こ

の中で「過労死等防止大綱の流れに沿ったも

のになっている」として、「実現への期待をし

ている」と述べています。要望事項は次の 3

点です。

１．勤務時間把握

２．周知義務の徹底

３．教員に特有の給与制度の改正

新任教員への支援(精神疾患の予防など)、

教員 1人あたりの担当授業数の軽減、部活な

どの抜本的見直しとなっています。この中で、

「法に基づく労働安全衛生体制の未整備は法

令違反」として、周知義務の遵守をもとめて

います。労働安全衛生法の周知は事業主の

則付きの義務なのだという点を、全産業の労

働者と共有していきたいと思います。

現在、問題になっている教職員の働き方は

単に一つの職種の労働問題でなく、「教科書問

題」「いじめ」「子どもの貧困」「入試制度」な

ど多くの教育の問題の中の根幹の問題であり

ます。そのことが今回の提言で明らかにされ

たと位づけることができると思います。

教員の働き方については今後とも，多くの

関係者と共同して動きを作っていきたいと思

います。

働働くく娘娘をを見見てて、、教教員員のの働働きき方方改改革革をを思思うう

鈴鈴木木利利往往

娘は、４年生の担任です。指導の週案、10年

研修のレポート、クラスの生徒同士のトラブル

の対応、保護者への対応、そして給食数報告の

事務作業等で、帰宅時刻は、午後８時過ぎ。11

時間のインターバルも怪しく翌朝出勤してい

く。夜は子どもを寝かしつけてから、教材研究

に取りかかる。手書きした原稿を見ながら私が

文書の力、採点等を手伝っている。とてもや

りきれない。しかもほぼ毎日。作業量が多い時

は私の作業終了時刻は、深夜に及ぶことも。私

が思うに、教員の働き方改革は、クラス人数を、

せめて欧米並の、二十数人にすべきと思う。安

倍首相は消費税を教育に投資すると言っている

が、本当に教員の労働を考えるならば、クラス

員に目が行き渡るには 35名では多すぎる。
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猿田正機さんのプロフイール

1944年生。

中京大学経営学部教授を経て、現在「名誉教授」

「トヨタシステムと労務管理」など、トヨタの働き方研究の

第 1人者。

スウェーデンに長期滞在、「福祉国家、スウェーデンの労使

関係」など著書多数。

「三輪労災支援する会会長」など運動にも積極的に参加。

現在、「愛知働働くものの命と健康を守るセンター」理事長

最新著書

「トヨタ研究から見えてくる福祉国家の社会政策」

北欧の社会保障制度・日本の福祉社会・トヨタの働き方研究

猿田正機理事長による連載が始まります
編編集集部部

３年にわたる精神科医師古水克明先生によ

る連載「働く者のメンタルヘルス」は大変好

評をいただきました。

次の連載に私たちの働き方にかかわるテー

マで猿田中京大学名誉教授にお願いしました。

猿田さんはトヨタの働き方研究・北欧の社

会保障制度・日本の福祉社会など、幅広い分

野で活躍されています。また研究だけでなく

実際の労働現場に入り込んで、運動の先頭に

立って活躍されています。

新連載にご期待ください。

全面カラーの年会誌はいかがでしたか？
総会でお渡しした年会誌はいかがでしたでしょうか（総会不参加の会員の皆さんには総会資料

と一緒にお送りしました） 昨年の主なテーマを特集とし、愛知健康センターの一年の取り組み

を紹介しています。初めて全面カラーにしたこと、ページ数を 50ページに抑えたことなど例年

と大きく様変わりしており、手に取られた感想はいかがだったでしょうか。

年会誌についてアンケートを行ったところ多少のご意見をいただきました。ご紹介します。

・裁判支援のたたかいが参考になった。

・「働らき方改革を切る」が読み応えあった。

・落語風座談会を自分の過去を懐かしく思い起

こすことができた。

・「流行語大賞」や「サラリーマン川柳」は面白

い企画。

・年会誌で 1年のまとめを見ると自分の問題意

識を確認できる。

・裁判闘争のまとめは重要。1 年の記録として

作成すべき。毎年残してほしい。

・支援の資料は大切な記録。毎年続けてほしい。 

・裁判支援のたたかい。裁判別に資料としてま

とめておくと問題がない。

・エッセイコーナーは特に必要ないのでは。

・エッセイが良かった。

・知った人の名前が出て楽しく読んでいる。木

村さんのエッセイは健康センターの趣旨に合

致している。

・奥付は必ず本文にしてください
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国を動かした過労死をなくす取り組み

長時間･過重労働で命を奪われ、大切な家族を失った遺族が悲しみを乗り越えて、1989 年

に「過労死を考える家族の会」を結成。「家族の会」の過労死をなくす取り組みは「過労死

等防止対策推進法」を制定させ、過労死防止の調査・研究、「過労死等防止シンポジウム」

の実施、学生への「啓発授業」など厚生労働省主催の行事として取り組まれるようになりま

した。

「「過過労労死死等等防防止止対対策策推推進進シシンンポポジジウウムム」」がが開開かかれれまますす

岐岐阜阜会会場場

11月 13日 (月) 13:30 開会 ワークプラザ岐阜

「職のメンタルヘルス対策～健康で元気に働き続けるために～」

櫻澤 博文 氏(会社社長、医師)

「家族の会」告 吉田典子さん

愛愛知知会会場場

11月 28日 (火) 13:30開会 名古屋国際センター別棟

「過労死防止対策白書の説明」 厚生労働省

「保健予防福祉学の立から」 山崎 喜比古 氏（日本福祉大学教授）

「エンマの願い」 桂 福車（過労死問題をテーマにした落語）

「家族の会」告 大迫恵子さん

三三重重会会場場

11月 30日 (木) 18:00 開会 四日市商工会議所ホール

「 労働時間と急性心梗塞：科学的エビデンスから考える」

笽島 茂氏（三重大学大学院医学系研究科・医学部教授）
「エンマの願い」 桂 福車（過労死問題をテーマにした落語）

1111月月はは「「過過労労死死等等防防止止啓啓発発月月間間」」でですす

厚生労働省では、11 月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすために

シンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推進

法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心

と理解を深めるため、毎年 11月に実施しています。

月間中は、国民への周知・啓発を目的に、全国 48 会場で「過労死等防止対策推進シン

ポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃

金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを行います。

※「過労死等」とは・・・業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患を

原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺

による死亡またはこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。
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哲さんの写真を手に左紀子さん

伊伊藤藤哲哲ささんんををししののぶぶ会会開開かかれれるる

伊藤左紀子さんに岐阜市長が謝罪
事事務務局局員員 吉吉川川正正春春

岐阜市役所の公園整備課

長だった伊藤哲さんは上司

のパワハラと過重な業務で

自殺されました。岐阜地裁、

名古屋高裁で公務災害と認

められました。9 月 18 日、

岐阜市の居酒屋ホールで、

「伊藤哲さんをしのぶ会」

と公務災害勝利報告集会が

行われました。60人くらいの参加者でしたが

皆さんすべてが心から喜んでいました。特に

長い裁判を仕切ってきた笹田弁護士、岩井弁

護士、綴喜弁護士は満面の笑みでした。

参加者全員が伊藤哲さんをしのび裁判闘争

を振り返ってあいさつしました。議員さんや

労働組合、伊藤左紀子さんを取り巻く多くの

仲間の一言一言は 10 年に及ぶ長さを忘れさ

せる気持ちのこもったあいさつでした。

伊藤佐紀子さんは皆さん

へのお礼と同時に、岐阜市

長が自宅を訪問し、哲さん

の仏壇に手を合わせ謝罪し

たことを報告しました。そ

して哲さん命日に過労死等

防止週間を設けるなどの話

があったことが紹介される

と、参加者の大きな拍手で

包まれました。

参加者の皆さんの発言はどなたも温かく心

温まるものでした。そして左紀子さんの「過

労死をなくす取り組みに役立ちたい」との言

葉に心強く感じました。

司会進行は岐阜労連事務局長平野竜也さん

が担当されました。

伊藤左紀子さんからのメールを紹介します

今日(10月 3日)、人事課長と係長がし、かねてから相談していた過労死対策案の告が

ありました。 全て 11月 1日付で実施されますが、但し、4と 5に関しては、予算が掛かるので

来年度からの実施になるとの事です。 なお、岐阜の過労死シンポジウムに於いて岐阜市役所の

人事課長に説明して頂くことになりました。

1100月月 33日日岐岐阜阜市市行行政政部部かかららのの回回答答

これまでの取り組みに加え、更なる対策を

着実に実施し、良好な人間関係や風通しの良

い職環境の構築に努めてまいります。

１．これまでの取り組み（メンタルヘルス研

修、ハラスメント相談員、長時間対策など）

２．今後の新たな取り組み

(1)過労死等防止発月間 (11 月)中、伊藤さ

んの命日を含む 2 週間を「岐阜市過労死等

防止強化週間」として全庁的に取り組む

(2)岐阜市過労死防止等対策会議を置

所属部長等からなる安全衛の責任者や

業医で構成する。全庁的な視点で意識の浸

透を図る。全職員を対象とするアンケート

を実施する。

(3)新たに係長を対象のハラスメント研修を

行う

(4)組織全体の労う管理に関するコンサルチ

ングを行う。
(5)外部カウンセラーの派遣。体制を整備
する。
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選挙が終わって
事事務務局局員員 近近森森泰泰彦彦

昨夜開票が始まるとほぼ同時に出口調査

に基づく党の当選者数がＴＶ画面に表示さ

れた。開票が進みこの予測の正確さに驚いた

次第。自公政権で議会の三分の二以上を占め

分裂した野党は敗北を喫した。

首相は９条改憲にむけ「希望の党、日本維

新の会、さらには立憲民主党、無所属の方に

賛成していただく。大きな多数派を形成でき

るように努力したい」と話した。これに対し、

野党第一党となった立憲民主党の枝野代表は

「集団的自衛権の行使容認を追認するような

憲法改正には反対」と明言。公明党の山口代

表は「野党第一党の理解を得て合意すること

が大事だ」と述べ、希望の党代表の小池氏は

「自民党と進めるものではない」と一線を画

した。（１０月２３日、中日夕刊）有権者の多

数は憲法改正にも原発にも反対しているが投

票で重視した政策は教育子育て、北朝鮮問題、

消費税増税の順に続き、４位に憲法への姿勢

となっている。(２３日中日朝刊)

自民党の小泉進次郎氏はＴＶで「野党が統

一していれば勝てなかった」と語った。今回

の選挙で前回の参議院選挙時に大きな効果を

発揮した市民と野党の共同をさらに前進させ

ることに成功していたならば違った結果を生

んでいたことは確実である。

愛知では１５選挙区のうち４選挙区（１区、

３区、５区、７区）で共同が実を結んだ。1

区では、共産党と社民党は自党の候補を下ろ

して立憲民主党の吉田候補当選のために奮闘、

私も皆さんと一緒に街頭に立って応援演説な

ど行った。

ママの会、不戦ネット、革新懇はじめ無党

派の市民が力を合わせたことは今後に引き継

ぐ大きな財産だ。

愛知はトヨタや中電など大企業の労働組

合（カンパニーユニオン）の反共主義が共同

に対する壁となった。「連合」は反共主義に基

づき労働者・市民の想いから外れた排外的な

「一枚岩の結束」をいつまで持できるの

か？「電力労連」は原発推進のエンジン役を

担い電機、鉄鋼、造船・重機はじめ原発関連

企業労組を束ねているが高まる反原発の声に

逆らう役割を果たし続けられるのか？東芝は

安倍政権の原発推進に飛びついて経営破綻に

直面し、存続さえ危ぶまれ、労働者に対する

過酷なリストラで窮地を切り抜けようと画策

している。

電力の縛り、束縛からはなれ原発をなくす

方針を打ち出した立憲民主党に期待するとこ

ろ大である。

ところで、労働組合との連携が地域で希薄

になっていることに危惧を感じている。今回

の選挙で私も地域の運動に参加してこの事を

強く感じた次第である。労働組合は職場にと

どまらず生活者の立場から企業や自治体に対

する地域での運動に加わり、リードするとい

う大きな役割を担うべきではないか。先の

会で地方自治法が改正され、住民の暮らしに

密着した窓口部門の民間委託を可能にした。

かつて、「住民の幸せなくして自治体労働

者の幸せはない」と運動した自治労連、この

ことによって生じる問題点を地域にでて解明

するとともに、運動を共にしてほしいと願っ

ている。市民の共同を広げることが大事な課

題ではなかろうか。

健康センターも同じように職場の安全・健

康と一体のものとして地域の安全・安心を築

く取り組みを市民の方々と共同して進める方

向に舵を切ることが大事だと思っている。

教育の現状をみつめ、憲法２５条を拠り所

にするセンターの果たす役割は大きい。

１０月２３日 記



12 

ＮＨＫ記者３１才が過労死

情報はオープンに、弱い立場の人が守られるように。

事事務務局局員員 今今枝枝 正正昭昭

ＮＨＫ記者佐戸未和さん（31才）が月 159

時間の時間外労働でうっ血性心不全を発症、

2013年 7月に死亡しました。14年 5月、すば

やい判断で労災に認定されていたことが、Ｎ

ＨＫのニュースで報道されました。過労死と

労災認定から３年間、局内で、未和さんの労

災は語られることがありませんでした。働き

かたも変わりません。「働き方改革の徹底を図

るため、過労死の事実を全職員に伝え、外部

に公表することが必要」と遺族が決意され発

表の運びとなりました。遅れたＮＨＫの発表。

遺族、弁護士それぞれの思いが大きなニュー

スになりました。

2017年4月ＮＨＫは報道記者の仕事の考え

方を改め、働き過ぎにならないよう、記者の

仕事を「専門業務型裁量労働制」に改めたと

いいます。

労働者を安い賃金で長い時間働かせたい

経営者です。“名ばかり管理職”、“名ばかり店

長”がまかり通ります。残業代は出さない。

長時間の残業もノルマ未達成と責任転嫁。こ

んな身勝手な企業経営が許されてはなりませ

ん。高度の専門職は時間のしばりを除外する。

残業代ゼロ法で、過労死しても、自己責任。

労災の適用はありません。“世界一企業が活動

しやすい国づくり”を目指す政府自民党のね

らいがすけて見えるような“ＮＨＫの乱”で

した。

本本かからら聞聞ここええるる命命のの叫叫びび

「「人人間間ららししくく働働くく

愛愛知知健健康康セセンンタターーももののががたたりり」」

宮宮崎崎脩脩一一・・今今枝枝正正昭昭 共共著著

職場にひとりＮＰＯ愛知健康センターの会員が

いる。働く現場、すぐ届く所この一冊がある。

この 1冊が、あなたに手をさしのべている。

新新ししいいチチララシシががででききままししたた。。

これを活用して、書籍「人間らしく働く 愛

知健康センターものがたり」を広めてくださ

い。
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長時間労働 パワハラ うつ病など

一人で悩まず、先ず電話！！
11月 23日 「いのちと健康・過労死 110番」

ＮＮＰＰＯＯ愛愛知知健健康康セセンンタターーはは、
「いのちと健康・過労死 110 番」を毎年勤労感謝の日に
電話相談を行ってきました。
今年も「勤労を感謝し合う」日にふさわしい行事として
取り組みます。

毎毎年年 1111月月はは過過労労死死等等防防止止啓啓発発月月間間でですす
過労死等防止対策推進法は施行後４年目を迎えました。
しかし、過労死で倒れる不幸は後を絶ちません。
働く人の人権を無視したブラック企業が若者たちの

いのちを奪い、大問題となっています。

労労働働基基準準法法 3322条条でで定定めめらられれてていいるる
１日８時間、週 40 時間を徹底して職場の若者たちを始め
すべての労働者が長時間労働やパワハラによって

健康を損ねたり使い捨てされない「真の働き方改革」を実現しょう。

※ 相談は産業カウンセラー、安全衛生推進者らが対応します。労働弁護団も協力し
ます。

おお近近くくののセセンンタターーににおお電電話話くくだだささいい

愛愛知知健健康康セセンンタターー（（名名古古屋屋））

052-883-6966
午前10時～午後5時

一一宮宮地地域域健健康康セセンンタターー

0586-23-6671
午前10時～午後2時

安安城城暮暮ららししとと健健康康ネネッットトワワーークク

0566-98-6932
午前10時～午後4時

愛愛知知健健康康セセンンタターー

ＥＥ--mmａａiill アアドドレレスス

inoken-aichi@roren.net

連絡先：〒456-0006 名古屋市熱田区沢下町 9-3 労働会館 本館 306 号

ＮＰＯ法人 愛知健康センター



() (火)

14時30分

加野青果社員であった娘さんが、先輩からのパワハラを
受け夜中に先輩からの電話により慟哭、翌日自死。労災は
認定されたが、加野青果と先輩社員に損害賠償を求め提
訴。名古屋地裁不当判決後、名古屋高裁へ訴。
(原告母親、被告:加野青果･社員）

入社ヶ月目に主担当となり、社の十分な支援がない中、過
重な任務とパワハラにより、入社七ヶ月で自死。
(原告:母親、被告:国）

12月18日 （月） 10時00分

寺井土木関岡労災認定裁判

訴審　判判決決

名古屋高裁　1001号法廷

14時45分

加野青果社員損害賠償請求裁判

12月13日

入社した年の12月に、人員削減による業務多(仕事関係
の資格取得準備）と上司のパワハラにより自死。(原告:父
親、被告:国）

名古屋地裁　1103号法廷

口頭弁論

市バス運転士山田損害賠償請求裁判

トヨタ自動車技術社員が過重労働と上司のパワハラでう
つを発し自死。(原告:妻、被告:国）

長時間労働により過労死。名古屋地裁判決を不服とし、被
告（国）が訴。

名古屋高裁　1001号法廷

訴審　口頭弁論

岡崎商業高校教諭公務災害認定裁判

11月27日 （月）

弁論準備

名古屋地裁　201号法廷

弁論準備

名古屋地裁　1103号法廷

10月18日の法廷は延期され、次開廷予定日は定

弁論準備

心臓障害１級社員で、子社･豊通鉄鋼販売から親社･
豊通へ逆出向。ベトナム出張中にうつを発。帰国して
暇で療養中に、社長から、電話で、無理な転勤（新
潟か仙台）を伝えられ、名古屋市内の単身赴任先で自死。
(原告:妻、被告:社）

豊通損害賠償請求裁判

2018年１月18日 （） 11時30分

名古屋地裁　1103号法廷

宇田川アスベスト労災認定裁判

11月30日 13時10分 12月５日

公務災害は認定されたが、名古屋市と名古屋市交通局に
対し、謝罪を求めて提訴。
(原告:両親、被告:名古屋市名古屋市交通局）

工務部長、受注工事の施工を統括管理、自らも｢砂川｣の
工事担当、再三の契約変更で困難な業務に。資材置き場
で自死。(原告:妻、被告:国）

15時30分

中部電力新入社員労災認定裁判

裁裁判判のの進進行行状状況況とと、、支支援援すするるのの活活動動ををおお知知ららせせししまますす。。
公正で道理ある判決を求めます。多くの市民が注目しています。

あなたも署名にご協力ください。また傍聴に参加してください。

やまぜんホームズ大迫労災認定裁判

業務中の災害（片眼失明に伴う心反）に対する労災
認定を求める行政訴訟。
(原告本人、被告国）

岩永労災認定裁判

弁弁論論準準備備

名古屋地裁　201号法廷

11月16日 （水） 10時30分

トヨタ社員労災認定裁判

結審

名古屋地裁　1103号法廷

弁論準備

名古屋地裁　201号法廷

十六銀行社員労災認定裁判

11月27日 （月）

13時10分

12月13日 （水） 10時30分 （水）

控訴審　口頭弁論

名古屋高裁　1004号法廷

過労とパワハラで自死。労災認定を求める行政訴訟（原
告妻、被告:国）

口口頭頭弁弁論論

名古屋地裁　1103号法廷

13時30分（月）

淑徳高校教諭宇田川先が校舎改造工事に伴いアスベス
トの飛散を受け被曝し、中皮腫で死亡。
（原告:妻、被告:国）

11月27日

＜お知らせ＞

11月23日（祝）
過過労労死死等等電電話話談談111100番番

(５名の業カウンセラーの方の

参加が予定されています。)
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カーネーション( 誇り・気品 ）

オンシジューム（ 可憐・清楚 ）と
スプレーバラ （ 感謝 ・温かい心 ）

小小ささなな花花束束飾飾っっててみみまませせんんかか？？

伊伊佐佐間間佳佳子子

今から５年位前、心の中に大きな喪失

感と絶望感そして誰に対しても嫌悪感

が沸いてしまっていたことがありまし

た。仕事に行けば人の目もあり普通に過

ごせるのですが、仕事が終り家に戻ると、

どうしようもないくらいの苛立ちが沸

いてきてしまうのです。

だからと言って家の中で暴れる訳に

も行かず、どうしたら自分を落ち着かせ

ることが出来るのか悩んでいたとき、ス

ーパーの花売り場でピンクのスプレー薔薇と黄色のオンシジュームの花束を見か

けました。昔から母の影響で花は好きだったのですが、なかなか自分で買うこと

はしませんでしたが、その日は花束がとても欲しくなり、買って帰りました。

花束に合う花瓶がなかったので、使っていない真っ赤なコーヒーポットを引っ

張り出し、花を入れました。そしてそのコーヒーポットをキッチンカウンターの

隅に置き、食事を作る時も居間にいる時も見えるようにしておいたのです。

それから数日経ち、花を飾った事でそれまで感じていた苛立ちが落ち着いてい

ることに気がつきました。自分にとって花は心を落ち着かせる鎮静剤だと思い、

頻繁に買うようになりました。

今のお気に入りの花屋さんに巡り合うまで、いろんなお店に行きました。

花屋さんも色々あって、いつも同じ花しか置いていない・値段の張る花ばかり置

いてある・こちらの話を殆ど聞いていないなど、あまり自分にあった花屋さんが

見つかりませんでしたが、花を買うようになって１年半、ようやく今のお店と巡

りあいました。

開店まもない小さな花屋さんでしたが、私のイメージに合う花束を手際よく作

ってくれたうえに、物腰の柔らかい店

員さんの態度や言葉づかいも気に入り、

それからは毎週水曜日に「おまかせ」

で小さな花束を２つ作ってもらってい

ます。

お花を買ってもお腹は一杯になりませ

んし、一週間位経つと枯れてしまいま

すが、この小さな贅沢が私にとっての

唯一の癒しになっているので、これか

らも続けていきたいと想っています。

あなたも小さな花束飾ってみませんか？



月　日 曜日 時刻 事　　　項 場　　　所

13:00 2017憲法公布71周年 愛知県民のつどい 刈谷市総合文化センター

14:00 大迫さんの労災認定を支援する会総会 津島民商２階会議室

10:30 ｢ホームに可動柵を！｣街頭署名活動 金山総合駅

11:30 過労死等防止対策推進シンポジウム街宣行動 金山総合駅

11月７日 (火) 18:30 栄総行動実行委員会

11月９日 (木) ９:50 全国過労死を考える家族の会厚労省・基金要請行動 東京

９:00 全国過労死を考える家族の会総会 東京

14:00 愛知アスベスト対策事務局会議 愛知健康センター事務所

18:30 労安学校実行委員会 愛知健康センター事務所

10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知健康センター事務所

13:30 岐阜過労死等防止対策推進シンポジウム ワークプラザ岐阜大ホール５F

８:00 第88回栄総行動

13:30 愛知過労死等防止対策推進シンポジウム実行委員会 水野幹男法律事務所

全国センター理事会 東京

11月16日 (木) 10:00 岩永労災認定裁判裁判 名古屋地裁201号法廷

11月17日 (金) 18:30 レーバーノーツ交流会 全港湾名古屋会館ホール

11月19日 (日) 10:00 パワハラを考える集い(三重) 南勢ユニオン

11月20日 (月) 16:00 過労死等防止対策推進シンポジウム街宣 金山総合駅

11月23日 (祝) 10:00 過労死等いのちと健康電話相談110番 愛知健康センター事務所

11月24日 (金) 10:00 関岡弁護団会議

10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知健康センター事務所

13:10 岡崎商業高校教諭公務災害認定裁判(控訴審) 名古屋高裁1001号法廷

13:30 やまぜんホームズ大迫労災認定裁判 名古屋地裁1103号法廷

14:00 トヨタ社員労災認定裁判 名古屋地裁1103号法廷

11月28日 (火) 13:00 愛知過労死等防止対策推進シンポジウム 名古屋国際センター別棟ホール

11月29日 (水) 13:20 悪徳社労士木全裁判 名古屋地裁1102号法廷

13:10 加野青果損害賠償請求裁判判決 名古屋高裁1001号法廷

18:00 三重過労死等防止対策推進シンポジウム 四日市商工会議所 ホール

12月５日 (火) 14:45 宇田川アスベスト裁判(控訴審) 名古屋高裁1004号法廷

12月７日 (木) 11:30 悪徳社労士木全裁判 名古屋地裁1102号法廷

12月８日 (金) 全国ｾﾝﾀｰ総会 東京

12月９日 (土) 地方ｾﾝﾀｰ交流集会(全国ｾﾝﾀｰ主催) 東京

12月10日 (日) 10:30 ｢ホームに可動柵を！｣街頭署名活動 金山総合駅

12月11日 (月) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知健康センター事務所

10:30 市バス山田損害賠償請求裁判 名古屋地裁1103号法廷

15:00 寺井土木・関岡労災認定裁判(結審) 名古屋地裁1103号法廷

12月18日 (月) 10:00 中部電力新入社員労災認定裁判 名古屋地裁1103号法廷

12月20日 (水) 10:30 豊通労災認定裁判(証人尋問) 大阪地裁809号法廷

12月25日 (月) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知健康センター事務所

１月８日 (祝) 10:00 愛知健康センター事務局会議 愛知健康センター事務所

１月10日 (水) 18:00 判例研究会 水野幹男法律事務所

１月11日 (木) 18:30 愛知健康センター理事会 労働会館２階会議室

１月17日 (水) 13:30 悪徳社労士木全裁判（原告証人尋問） 名古屋地裁1102号法廷

１月18日 (木) 11:00 十六銀行員労災認定裁判 名古屋地裁201号法廷

12月13日 (水)

11月30日 (木)

11月27日 (月)

11月･12月の日程
（１月の日程を一部含む）

11月13日 (月)

11月15日 (水)

11月５日 (日)

11月10日 (金)

11月４日 (土)
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